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                              平成 25 年 9 月 12 日 

各 位 

会 社 名    

代表者名 代表取締役社長  土谷忠彦 

（ コ ー ド 番 号 1 8 4 7  東 証 第 一 部 ） 

問い合わせ先  財務経理部長 渡辺 直之 

（ T E L .  0 3 － 3 8 4 5 － 8 0 9 6 ） 

 

 

「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ 

 

当社は、本日公表した「過年度に係る有価証券報告書等の訂正報告書の提出および過年度に係る決

算短信（訂正版）の公表について」においてお知らせ致しましたとおり、本日、過年度の有価証券

報告書等の訂正報告書を関東財務局へ提出し、過年度決算短信（訂正版）等についても公表致し

ました。また、これと併せ、金融商品取引法第２４条の４の５第１項に基づき、「内部統制報告

書の訂正報告書」を提出しましたので、下記のとおりお知らせ致します。 

記 

１．訂正の対象となる内部統制報告書 

 第８４期 内部統制報告書（自 平成 21 年 4 月 1日 至 平成 22 年 3 月 31 日） 

 第８５期 内部統制報告書（自 平成 22 年 4 月 1日 至 平成 23 年 3 月 31 日） 

 第８６期 内部統制報告書（自 平成 23 年 4 月 1日 至 平成 24 年 3 月 31 日） 

 第８７期 内部統制報告書（自 平成 24 年 4 月 1日 至 平成 25 年 3 月 31 日） 

 

２．訂正の内容 

上記の各内部統制報告書の記載事項のうち、３【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正

致します。 
 

（１）第８４期 内部統制報告書 

３【評価結果に関する事項】 

（訂正前） 

財務報告に係る内部統制について、下記に記載した業務プロセスに関する内部統制の不

備は、将来的に財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があり、重要な欠陥に該当すると判

断しました。そのため、当事業年度末時点における、当社の財務報告に係る内部統制は有

効でないと判断しました。 

記 
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平成 22 年 3 月締結の工事請負契約（１件）に関して、工事受注に関わる業務プロセス

において、受注に対する社内の審議不十分や契約内容の審査不足、営業管理規程の整備不

十分といった「整備及び運用の不備」の状況が判明しました。当該契約については、契約

解除に向けて協議中でありますが、当該契約の締結により、財務諸表において偶発債務に

つき注記することとなり、また、決算公表が遅延する等の影響を生じさせていることから、

当該「整備及び運用の不備」は重要な欠陥に該当すると判断しました。 

事業年度末日までに是正できなかった理由は、該当案件の発生が当事業年度末日近くで

あり、時間的制約から財務報告に係る内部統制の整備及び運用全体の有効性を確認するに

至らなかった為です。 

尚、上記内部統制上の不備事項については、受注における社内の審議項目の見直しや、

契約内容の審査強化とチェック体制の充実、更に、受注行為に関するリスクを洗出し、営

業管理規定に反映させ整備致します。それらの内容を全役職員へ周知徹底し、併せて再発

防止策の実施状況をモニタリングしてまいります。 

（訂正後） 

財務報告に係る内部統制について、下記(1)に記載した業務プロセスに関する内部統制

の不備は、将来的に財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があり、重要な欠陥に該当する

と判断しました。そのため、当事業年度末時点における、当社の財務報告に係る内部統制

は有効でないと判断しました。 

また、下記(2)に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を

及ぼすこととなり、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。したがって、平成 22 年 3

月 31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 

記 

(1) 平成 22 年 3 月締結の工事請負契約（１件）に関して、工事受注に関わる業務プロセスに

おいて、受注に対する社内の審議不十分や契約内容の審査不足、営業管理規程の整備不十分

といった「整備及び運用の不備」の状況が判明しました。当該契約については、契約解除に

向けて協議中でありますが、当該契約の締結により、財務諸表において偶発債務につき注記

することとなり、また、決算公表が遅延する等の影響を生じさせていることから、当該「整

備及び運用の不備」は重要な欠陥に該当すると判断しました。 

事業年度末日までに是正できなかった理由は、該当案件の発生が当事業年度末日近くであり、

時間的制約から財務報告に係る内部統制の整備及び運用全体の有効性を確認するに至らな

かった為です。 

尚、上記内部統制上の不備事項については、受注における社内の審議項目の見直しや、契約

内容の審査強化とチェック体制の充実、更に、受注行為に関するリスクを洗出し、営業管理

規定に反映させ整備致します。それらの内容を全役職員へ周知徹底し、併せて再発防止策の

実施状況をモニタリングしてまいります。 

(2) 平成25年7月中旬、当社関西支店において同支店長への施工部門長からの報告によって、

一部の工事について工事原価の付け替え（工事代金を取引先の了解のもと、本来とは異なる

工事の代金として支払うこと）による不適切な会計処理が行われた可能性があることが判明

いたしました。当社は、事実関係の詳細及び経緯などを解明するため社内調査を進めてまい

りましたが、より厳格に調査を行い、調査の客観性及び信頼性を高めることを目的として、

平成25年8月6日に当社と利害関係のない弁護士及び公認会計士による「外部調査委員会」を

設置し、事実関係の調査、分析等を行ってまいりました。 
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その結果、平成25年9月9日に同委員会から報告書を受領し、関西支店において数年前から

工事原価の付け替えによる不適切な会計処理が行われていた事実が判明いたしました。 

かかる不適切な会計処理が行われた主な原因は以下のとおりと認識しております。 

① 取締役の相互牽制を含めた組織内のガバナンス体制の脆弱性 

② 不正に対する認識の低さ及び倫理教育の不徹底による個々の組織構成員の不正防止・

抑止力の脆弱性 

③ 内部通報制度の形骸化と、制度に対する低い信頼性  

④ 不正防止上のキーとなる人材・職位者に関する人事ローテーションの不十分性 

⑤ 管理部門による「異常事象」の認知把握能力不足 

以上の財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重

要な欠陥に該当すると判断いたしました。  

なお、上記の不備については、本訂正報告書提出時点において是正が完了しておりません。  

本件に対する当社の対応として、第84期以降の決算を訂正し、平成25年9月12日に第84期

（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）から第87期（自 平成24年4月1日 至 平成25

年3月31日）までの有価証券報告書及び第84期第２四半期から第87期第３四半期までの四半

期報告書の訂正報告書を提出いたしました。 

当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係

る内部統制の重要な欠陥を是正するために、「外部調査委員会」からの提言をふまえて、以

下のとおり再発防止措置を講じ、内部統制の改善を図ってまいります。  

① 企業風土改革と組織の活性化 

全役職員に対するコンプライアンス教育の実施 

ジョブローテーション等の実施 

② 牽制機能の強化とリスク情報の早期把握 

支店管理部門の本社部門への移管 

内部通報制度の活性化 

協力会社専用の相談窓口の設置 

③ 業務（内部）監査体制の強化 

作業所監査の強化 

業務（内部）監査体制の強化・充実 

 

（２）第８５期 内部統制報告書 

３【評価結果に関する事項】 

（訂正前） 

上記の評価の結果、平成 23 年 3 月 31 日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は

有効であると判断いたしました。 

（訂正後） 

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことと

なり、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。したがって、平成 23 年 3 月 31 日時点に

おいて、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 

記 
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平成25年7月中旬、当社関西支店において同支店長への施工部門長からの報告によって、

一部の工事について工事原価の付け替え（工事代金を取引先の了解のもと、本来とは異なる

工事の代金として支払うこと）による不適切な会計処理が行われた可能性があることが判明

いたしました。当社は、事実関係の詳細及び経緯などを解明するため社内調査を進めてまい

りましたが、より厳格に調査を行い、調査の客観性及び信頼性を高めることを目的として、

平成25年8月6日に当社と利害関係のない弁護士及び公認会計士による「外部調査委員会」を

設置し、事実関係の調査、分析等を行ってまいりました。 

その結果、平成25年9月9日に同委員会から報告書を受領し、関西支店において数年前から

工事原価の付け替えによる不適切な会計処理が行われていた事実が判明いたしました。 

かかる不適切な会計処理が行われた主な原因は以下のとおりと認識しております。  

① 取締役の相互牽制を含めた組織内のガバナンス体制の脆弱性 

② 不正に対する認識の低さ及び倫理教育の不徹底による個々の組織構成員の不正防止・

抑止力の脆弱性 

③ 内部通報制度の形骸化と、制度に対する低い信頼性  

④ 不正防止上のキーとなる人材・職位者に関する人事ローテーションの不十分性 

⑤ 管理部門による「異常事象」の認知把握能力不足 

以上の財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重

要な欠陥に該当すると判断いたしました。  

なお、上記の不備については、本訂正報告書提出時点において是正が完了しておりません。  

本件に対する当社の対応として、第84期以降の決算を訂正し、平成25年9月12日に第84期

（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）から第87期（自 平成24年4月1日 至 平成25

年3月31日）までの有価証券報告書及び第84期第２四半期から第87期第３四半期までの四半

期報告書の訂正報告書を提出いたしました。 

当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係

る内部統制の重要な欠陥を是正するために、「外部調査委員会」からの提言をふまえて、以

下のとおり再発防止措置を講じ、内部統制の改善を図ってまいります。  

① 企業風土改革と組織の活性化 

全役職員に対するコンプライアンス教育の実施 

ジョブローテーション等の実施 

② 牽制機能の強化とリスク情報の早期把握 

支店管理部門の本社部門への移管 

内部通報制度の活性化 

協力会社専用の相談窓口の設置 

③ 業務（内部）監査体制の強化 

作業所監査の強化 

業務（内部）監査体制の強化・充実 

 

（３）第８６期 内部統制報告書 

３【評価結果に関する事項】 

（訂正前） 

上記の評価の結果、平成 24 年 3 月 31 日時点において、当社の財務報告に係る内部統制

は有効であると判断いたしました。 
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（訂正後） 

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことと

なり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成 24 年 3 月

31 日時点におけて、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 

記 

平成25年7月中旬、当社関西支店において同支店長への施工部門長からの報告によって、

一部の工事について工事原価の付け替え（工事代金を取引先の了解のもと、本来とは異なる

工事の代金として支払うこと）による不適切な会計処理が行われた可能性があることが判明

いたしました。当社は、事実関係の詳細及び経緯などを解明するため社内調査を進めてまい

りましたが、より厳格に調査を行い、調査の客観性及び信頼性を高めることを目的として、

平成25年8月6日に当社と利害関係のない弁護士及び公認会計士による「外部調査委員会」を

設置し、事実関係の調査、分析等を行ってまいりました。 

その結果、平成25年9月9日に同委員会から報告書を受領し、関西支店において数年前から

工事原価の付け替えによる不適切な会計処理が行われていた事実が判明いたしました。 

かかる不適切な会計処理が行われた主な原因は以下のとおりと認識しております。  

① 取締役の相互牽制を含めた組織内のガバナンス体制の脆弱性 

② 不正に対する認識の低さ及び倫理教育の不徹底による個々の組織構成員の不正防止・

抑止力の脆弱性 

③ 内部通報制度の形骸化と、制度に対する低い信頼性  

④ 不正防止上のキーとなる人材・職位者に関する人事ローテーションの不十分性 

⑤ 管理部門による「異常事象」の認知把握能力不足 

以上の財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開

示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。  

なお、上記の不備については、本訂正報告書提出時点において是正が完了しておりません。  

本件に対する当社の対応として、第84期以降の決算を訂正し、平成25年9月12日に第84期

（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）から第87期（自 平成24年4月1日 至 平成25

年3月31日）までの有価証券報告書及び第84期第２四半期から第87期第３四半期までの四半

期報告書の訂正報告書を提出いたしました。 

当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係

る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、「外部調査委員会」からの提言をふ

まえて、以下のとおり再発防止措置を講じ、内部統制の改善を図ってまいります。  

① 企業風土改革と組織の活性化 

全役職員に対するコンプライアンス教育の実施 

ジョブローテーション等の実施 

② 牽制機能の強化とリスク情報の早期把握 

支店管理部門の本社部門への移管 

内部通報制度の活性化 

協力会社専用の相談窓口の設置 

③ 業務（内部）監査体制の強化 

作業所監査の強化 

業務（内部）監査体制の強化・充実 
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（４）第８７期 内部統制報告書 

３【評価結果に関する事項】 

（訂正前） 

上記の評価の結果、平成 25 年 3 月 31 日時点において、当社の財務報告に係る内部統制

は有効であると判断いたしました。 

（訂正後） 

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことと

なり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成 25 年 3 月

31 日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 

記 

平成25年7月中旬、当社関西支店において同支店長への施工部門長からの報告によって、

一部の工事について工事原価の付け替え（工事代金を取引先の了解のもと、本来とは異なる

工事の代金として支払うこと）による不適切な会計処理が行われた可能性があることが判明

いたしました。当社は、事実関係の詳細及び経緯などを解明するため社内調査を進めてまい

りましたが、より厳格に調査を行い、調査の客観性及び信頼性を高めることを目的として、

平成25年8月6日に当社と利害関係のない弁護士及び公認会計士による「外部調査委員会」を

設置し、事実関係の調査、分析等を行ってまいりました。 

その結果、平成25年9月9日に同委員会から報告書を受領し、関西支店において数年前から

工事原価の付け替えによる不適切な会計処理が行われていた事実が判明いたしました。 

かかる不適切な会計処理が行われた主な原因は以下のとおりと認識しております。  

① 取締役の相互牽制を含めた組織内のガバナンス体制の脆弱性 

② 不正に対する認識の低さ及び倫理教育の不徹底による個々の組織構成員の不正防止・

抑止力の脆弱性 

③ 内部通報制度の形骸化と、制度に対する低い信頼性  

④ 不正防止上のキーとなる人材・職位者に関する人事ローテーションの不十分性 

⑤ 管理部門による「異常事象」の認知把握能力不足 

以上の財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開

示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。  

なお、上記の不備については、本訂正報告書提出時点において是正が完了しておりません。  

本件に対する当社の対応として、第84期以降の決算を訂正し、平成25年9月12日に第84期

（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）から第87期（自 平成24年4月1日 至 平成25

年3月31日）までの有価証券報告書及び第84期第２四半期から第87期第３四半期までの四半

期報告書の訂正報告書を提出いたしました。 

当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係

る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、「外部調査委員会」からの提言をふ

まえて、以下のとおり再発防止措置を講じ、内部統制の改善を図ってまいります。  

① 企業風土改革と組織の活性化 

全役職員に対するコンプライアンス教育の実施 

ジョブローテーション等の実施 

② 牽制機能の強化とリスク情報の早期把握 

支店管理部門の本社部門への移管 
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内部通報制度の活性化 

協力会社専用の相談窓口の設置 

③ 業務（内部）監査体制の強化 

作業所監査の強化 

業務（内部）監査体制の強化・充実 

以 上 


